
 

 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

 

○概要 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て

家庭に対する支援を強化するため創設された新たな給付制度です。 

対象者は、保育所等に通っていない０歳６ヶ月～満３歳未満の子どもで、令和８年４月から

全国の自治体で実施されます。 

 

○事業開始までの主な経過 

時期  内容 

令和７年 4月 民保連、幼稚園協会に制度の概要周知 

 10月 子ども・子育て会議委員に代用計画に係る意見聴取（書面） 

 12月 神奈川県との代用計画法定協議 

12月市議会定例会で認可基準条例、確認基準条例制定 

平塚市ウェブサイトにて事業周知 

令和８年 1月 実施事業所の認可申請受付開始 

 3月 広報ひらつかで事業周知 

子ども・子育て会議にて事業所認可及び利用定員に係る意見聴取 

 4月 給付制度として運用開始 

 

○事業者の認可と利用定員について 

乳児等通園支援事業を行う者の認可にあたっては、児童福祉法第３４条の１５の規定により、

平塚市子ども・子育て会議の意見を聴取した上で、認可することとなっています。 

また、子ども・子育て支援法第５４条の２第２項において、特定乳児等通園支援事業（※）の

利用定員は市町村が定めることとされております。 

つきましては、当該事業者の認可及び令和８年４月１日から新たに利用定員を設定する予定の

施設について、資料５－２によりその概要を説明いたします。 

 

※市町村が乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者として確認する乳児等通園支援事業者

が行う乳児等通園支援事業 

 

 

 

資料５－１ 



 

 

 

参 考 

 

【児童福祉法】(令七法二九・一部改正) 

第三十四条の十五 市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことが

できる。 

② 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の

認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

③ 市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請

があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、

次に掲げる基準（当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあ

つては、第四号に掲げる基準に限る。）によつて、その申請を審査しなければならない。 

＜中略＞ 

④ 市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審

議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者

その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

＜後略＞ 

 

【子ども・子育て支援法】(令四法七七・一部改正) 

（特定乳児等通園支援事業者の確認） 

第五十四条の二 乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行

う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。 

２ 前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請に

より、乳児等通園支援事業所（乳児等通園支援を行う事業所をいう。第五十五条第二項

第一号及び第二号並びに第五十六条第一項において同じ。）ごとに、支給対象小学校就学

前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市町村長が行う。 

３ 市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会

その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっ

ては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければなら

ない。 



○新規に認可し、利用定員を定める施設

1 民間
認定美里・柿の実こども園
（学校法人新藤学園）

平塚市下島824
幼保連携型認定こ

ども園
余裕活用型

2 民間
ミルキーホーム平塚園
（株式会社ハッピーナース）

平塚市天沼5-26 小規模保育事業所 余裕活用型

3 民間
ぱぷりか保育園平塚
（エフィラグループ株式会社）

平塚市明石町1-11 小規模保育事業所 余裕活用型

4 民間
ぱぷりか保育園平塚駅南
（エフィラグループ株式会社）

平塚市八重咲町3-31 認可保育所 余裕活用型

・いずれの施設も、本体施設の空き定員を利用して子どもを受け入れる余裕活用型のため、定員は各施設の空き状況によります。
　表中の利用定員は認可申請時の空き状況から設定したものです。

・0歳児、1歳児、2歳児とは、令和8年4月1日時点の年齢となります。
・次の内容は現時点での予定であり、今後の整備の進捗状況等により変更する場合があります。

乳児等通園支援事業（誰でも通園支援制度）の利用定員（新規・変更）を定める施設

開所日

令和8年4月1日

利用定員（人）
施設種別

公立/
民間

No.
施設名

（運営法人）
施設所在地

令和8年4月1日

令和8年4月1日

実施区分

3 令和8年4月1日

0歳児・1歳児・2歳児

3

3

3

資料５ー２


